
岩手県訓令第９号 

知事部局  

 行政文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成29年３月31日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

   行政文書管理規程の一部を改正する訓令 

 行政文書管理規程（平成11年岩手県訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （定義）  （定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

(１) ［略］ 

(２) 出先機関 岩手県知事部局行政組織規則第３章に規定

する出先機関（第16条第２項、第31条第１項第２号及び第

33条を除き、広域振興局にあっては、部及び所（第28条を

除き、以下「部等」という。））をいう。 

 (３)～(10) ［略］ 

(１) ［略］ 

 (２) 出先機関 岩手県知事部局行政組織規則第３章に規定

する出先機関（第16条第２項、第31条第１項第２号及び第

33条を除き、広域振興局にあっては、部、審査指導監及び

所（第28条を除き、以下「部等」という。））をいう。 

 (３)～(10) ［略］ 

別表（第31条関係） 別表（第31条関係） 

文書記号 文書記号 

 １ 本庁  １ 本庁 

 部局等 課 等 記 号   部局等 課 等 記 号  

  ［略］      ［略］    

 政策地域部  ［略］ ［略］   政策地域部  ［略］ ［略］  

  台風災害復旧復興推進室 台    台風災害復旧復興推進室 台  

       国際室 国  

      文化スポーツ

部 

文化スポーツ企画室 文ス  

      文化振興課 文振  

      スポーツ振興課 ス  

      ラグビーワールドカップ

2019推進課 

ラ  

 環境生活部  ［略］    環境生活部  ［略］   

  ［略］      ［略］    

 復興局  ［略］    復興局  ［略］   

 国体・障がい

者スポーツ大

会局 

総務課 国総       

 施設課 施       

 競技式典課 競式       

 障がい者スポーツ大会課 障ス       

 出納局  ［略］    出納局  ［略］   

 ２ 出先機関  ２ 出先機関 

 区 分 公 署 記 号   区 分 公 署 記 号  



 広域振興局の部  ［略］ 

土木部 

 ［略］ 

( )広土( ) 

 

  広域振興局の部及

び審査指導監 

 ［略］ 

土木部 

審査指導監 

 ［略］ 

( )広土( ) 

( )審 

 

  ［略］     ［略］    

  備考１ 記号中１字目の( )は、広域振興局の部にあっ

ては当該広域振興局の名称の頭字、広域振興局の

部に置かれるセンターにあっては当該センターの

名称のうちその位置又は所管区域を示す字句の頭

字、その他の出先機関にあっては当該出先機関の

名称（名称に「岩手県」又は「岩手県立」の文字

の冠してあるものについては、「岩手県」又は「

岩手県立」の文字を除いた名称）の頭字を示す。

ただし、次の表の左欄に掲げる出先機関にあって

は、同表の右欄に定める記号によるものとする。 

  備考１ 記号中１字目の( )は、広域振興局の部にあっ

ては当該広域振興局の名称の頭字、広域振興局の

審査指導監にあっては当該審査指導監の名称のう

ちその位置を示す字句の頭字、広域振興局の部に

置かれるセンターにあっては当該センターの名称

のうちその位置又は所管区域を示す字句の頭字、

その他の出先機関にあっては当該出先機関の名称

（名称に「岩手県」又は「岩手県立」の文字の冠

してあるものについては、「岩手県」又は「岩手

県立」の文字を除いた名称）の頭字を示す。ただ

し、次の表の左欄に掲げる出先機関にあっては、

同表の右欄に定める記号によるものとする。 

  ［略］    ［略］  

    ２ ［略］     ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、平成29年４月１日から施行する。 
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